
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
九
月
三
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

無
人
航
空
機
に
よ
る
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
等
を
防
止
す
る
た
め
、
飛
行
の
ル
ー
ル
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
事
故
等
を
未
然
に
防
止
す
る
方
策
を
検
討
し
、
航
空
機
の
安
全
運
航
と
国
民
の
安
全
・

安
心
に
資
す
る
べ
く
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
事
故
情
報
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
が
事
故
等
の
再
発
防
止
に
資
す
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
事
故
等
の
情
報
の
適
切
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

二

無
人
航
空
機
は
、
イ
ン
フ
ラ
点
検
や
農
薬
散
布
等
に
広
く
利
用
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
災
害
対
応
や
人
口
減
少
時
代
に
お

け
る
新
た
な
産
業
・
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
な
ど
更
な
る
普
及
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
当
た
っ
て
の

承
認
等
に
お
い
て
は
、
安
全
な
飛
行
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。

三

事
業
者
を
始
め
と
す
る
無
人
航
空
機
に
対
す
る
多
様
な
需
要
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
係
る
承

認
等
の
申
請
・
審
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
の
簡
素
化
、
迅
速
化
に
努
め
る
こ
と
。



四

無
人
航
空
機
の
飛
行
の
禁
止
空
域
と
し
て
定
め
る
、
人
又
は
家
屋
の
密
集
す
る
地
域
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
無
人
航
空

機
に
関
し
産
業
へ
の
活
用
の
み
な
ら
ず
、
愛
好
者
や
教
育
・
研
究
機
関
、
報
道
機
関
に
よ
る
需
要
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

の
実
情
や
様
々
な
飛
行
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
考
慮
す
る
こ
と
。

五

無
人
航
空
機
の
飛
行
の
ル
ー
ル
の
遵
守
は
、
国
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
児
童
等
に
よ
る
使
用
も
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
解
り
や
す
く
丁
寧
な
説
明
を
行
う
な
ど
十
分
な
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


